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令和８年度新規貸付申請用

子どもの夢をかなえる

(就学支度資金・修学資金)

＊ 就学支度資金・修学資金は、母子及び父子家庭等の方々が就学に必要な

資金を、静岡県が貸付ける資金です。（合格決定後の貸付けとなります。）

＊ 貸付事務は、静岡県中部健康福祉センターが行います。

就学支度資金

とは？

・進学に際して直接必要とする受験料、入学金、授業料、被服等の

購入費等に充てるために貸し付ける資金です。

・入学時に１回に限り貸し付けます。(月末最終金融機関営業日)

申請等の状況により、貸付けが入学後の４月になる場合もあります。

修学資金とは？

・高等学校、大学等に就学するために直接必要とする授業料、書籍

代、交通費等に充てるてるために貸し付ける資金です。

・就学期間中、各月末最終金融機関営業日に継続的に貸し付けま

す。
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① 進学先は適切ですか？

返済のことを考えると、安易な気持ちでお金を借りることは大変危険です。その

進学は親子の自立のために本当に有効かつ必要なものですか？

この貸付けでは、子どもも連帯借受人として親と同等の債務を負うことになりま

す。親子でよく話し合い、現実的判断を心掛けてください。

※お子さんとともに別冊「母子及び父子並びに寡婦福祉資金の貸付を受けて進学しようとして

いる皆さんへ」をよくお読みください。

② 無理のない資金計画を立てましょう

修学の継続や返済には、「忍耐力」と「金銭管理能力」が必要です。

『返済する意志と能力』が欠けている方には、貸し付けることができません。

③ 必要書類をそろえましょう

ご用意いただく書類は、概ね以下のとおりです。

＜注意＞

次の場合は貸付けを受けることができません。

①償還の意思及び能力がない場合

②経済的自立がなされている場合（世帯の収入が概ね600万円を超える場合。ただし特別な事情

がある場合は除く。）

③申請に虚偽がある場合④償還金を滞納している場合

⑤目的外流用の恐れがある場合

⑥申請者が多額の借財がありその償還が良好でない場合

⑦他制度（日本学生支援機構等※）との重複貸付けになる場合（貸与型の場合に該当。給付型

は重複貸付け可能だが、貸付限度額の減額や在学中の償還が必要になる場合がある）

※高等教育の修学支援新制度及び在学中の減額については別紙参照

○安易に進学を決めると…

学校へ
行きたくない

学校中退

お金が
足りなくなった

１ 母子及び父子並びに寡婦福祉資金を借りるために必要なこと

つ
ら
い
返
済

だ
け
が
残
る

…

①貸付申請書 ②戸籍謄本 ③世帯全員の住民票（本籍地・続柄を省略しない） ④印鑑登録証明書(申請人､

連帯借受人) ⑤振替口座申出書（資金振込用）、通帳コピー ⑥領収書の省略同意書⑦身元確認者調書⑧身

元確認者の住民票（本籍地を省略しない） ⑨情報提供同意書 ⑩誓約書 ⑪母子(父子)面接票 ⑫合格証書

の写し（合格発表後） ⑬資金の使途が分かる書類（学費・家計分析表、学校案内等） ⑭母子家庭の母、又は

父子家庭の父の収入が分かる書類（源泉徴収票等） 等
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市町窓口で事前相談

申請書等の用紙は市町児童福祉担当窓口で手に入ります。担当にご相談の上、入手し

てください。

申請書の提出

市町窓口に申請書類を提出します。

書類に不備があると、再提出を求めたり、貸付けをお断りすることがあります。

面接の実施日を調整します。できる限り市町の指示にご都合を合わせてください。

母子・父子福祉協力員による面接

『母子･父子福祉協力員』が、親子に対し面接を行います。

（原則お宅を訪問して行います。）

健康福祉センター職員による面接（実印をご持参ください。）

健康福祉センター職員、市町の職員及び母子・父子福祉協力員と親子面接を行います。

入学試験結果の連絡

試験の結果が発表されたら、直ちに健康福祉センターにお知らせいただくとともに、

合格証の写しを提出してください。（不合格の場合は、借りることはできません）

貸付審査と貸付決定

提出された申請書類は、健康福祉センターが実施する貸付審査会において、十分な審

議を経た後に、貸付けの適否が決定されます。

貸付決定後、健康福祉センターから貸付決定通知書が送付されます。

借用書等の提出

借用書用紙等貸付けに必要な書類は、貸付決定通知と同時に送付します。

借用書の内容を確認し、親・子それぞれの署名と押印（実印）をし、期限内に健康福

祉センターに提出してください。（提出がない場合は貸付けできません。）

また、将来の償還のため、金融機関で口座振替の手続きが必要です。

指定口座への振込

借用書等の提出後、指定された口座に貸付金を振り込みます。

以下は、振込時期の予定であり、都合により変更されることもあります。

＜就学支度資金＞…月末の最終金融機関営業日に一括振込

（学校の払込期限に間に合わない場合がありますので、御注意ください。）

＜修 学 資 金＞…４月以降、各月末最終金融機関営業日に当月分を振込み

＜母子・父子福祉協力員とは？＞
県知事から委嘱された母子・父子福祉協力員は、社会的信望とひとり親家庭に対する理解

のある方で、日頃からあなたの身近にいて生活援護に献身的に携わっております。

この貸付制度では、あなたや行政へのよきアドバイザーとして活躍しています。

STEP１

２ 借りるための手続き

STEP２

STEP３

STEP４

STEP５

STEP６

STEP７

STEP８
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① 在学証明書の提出

毎年度新学期が始まったら、在学証明書を提出していただきます。提出がない場合

には、貸付けを停止することがあります。

なお、万が一、中途退学や休学をすることになった場合には、直ちに健康福祉セン

ターへ連絡してください。

② 住所変更等異動の連絡

住所や電話番号、指定口座を変更する際には、必ず健康福祉センターへ連絡してく

ださい。

※ 償還完了までは届出義務があります。

③ 貸付停止の連絡

連帯借受人である児童が就学することを辞めた場合、借受人である親が婚姻した場

合等は、貸付対象ではなくなりますので、必ず健康福祉センターへ連絡してください。

l 償還は、学校を卒業してから６か月の猶予期間が経過した後から始まります。

l 毎月末最終金融機関営業日に指定された口座から引き落とします。

l あなたが毎月返済する資金が、次の借受希望者の大切な財源となります。

あなたの子どもと同じように、多くの子どもが希望の学校へ進学できますよう、返

済は責任を持って行ってください。

l 納期限までに納付できない場合には、年3％の違約金が課されます。

l 平成28年度から、償還（返済）の延滞が催告にも関わらず続いた場合、債権の回収

を弁護士事務所への委託に切り替える措置を取っています。

＜連絡・問い合わせ先＞

静岡県中部健康福祉センター 福祉課

〒426-0075 藤枝市瀬戸新屋362-1

Tel：054-644-9276 Fax：054-644-4471

3 借りている間にやらなければならないこと

4 償還（返済）について



令和７年４月１日付改正

就学支度資金貸付限度額

（注 1）150,000（160,000）円は中学卒業者、272,000（282,000）円は高校卒業者

（注 2）所得税が課せられていない者に限る（平成 31 年 4月から引き上げ）

※平成３０年４月１日より「学校等種別」に大学院が追加された

※平成３１年４月１日より「修業施設入所」の貸付限度額が引き上げされた

※令和２年４月１日より「短期大学等、国公立、自宅外通学」の貸付限度額が引き上

げされた

※令和２年４月１日より「大学院」の貸付限度額について「自宅通学、自宅外通学」

の区分が撤廃され、一本化された

※令和７年４月１日より高専、短大、専修専門、大学の国公立の限度額が変更された

※令和７年４月１日より国公立の大学、短期大学、専修学校（専門課程）、高等専門

学校の自宅通学、自宅外通学及び国公立の大学院の貸付限度額が引き上げされた

学 校 等 種 別 金額（円）

高 等 学 校

専修学校（高等課程）

専修学校（一般課程）

国 公 立
自 宅 通 学 150,000

自 宅 外 通 学 160,000

私 立
自 宅 通 学 410,000

自 宅 外 通 学 420,000

高 等 専 門 学 校

短 期 大 学

専修学校（専門課程）

大 学

国 公 立
自 宅 通 学 420,000

自 宅 外 通 学 430,000

私 立
自 宅 通 学 580,000

自 宅 外 通 学 590,000

大 学 院
国 立 430,000

私 立 590,000

修業施設入所 （注 1）
自 宅 通 学 150,000 又は 272,000

自 宅 外 通 学 160,000 又は 282,000

小 学 校 （注 2） 64,300

中 学 校 （注 2） 81,000



令和６年４月１日付改正

修学資金貸付限度額（月額）一覧表

（単位：円）

※ 貸付限度額（ ）内の適用は、特に必要と認められる場合（医療系の学部など、多額の学

費が見込まれる等）に限るものとする

※ 平成 30 年 4 月 1 日より「学校等種別」に大学院が追加された
※ 令和 2 年 4 月 1 日より「高等専門学校・私立」「専修学校（専門課程）・私立」「大学」「専
修学校（一般課程）」の貸付限度額が引き上げられた。

※ 令和３年 4 月 1 日より「専修学校（一般課程）」の貸付限度額が引き上げられた。
※ 令和５年４月１日より「専修学校（一般課程）」の貸付限度額が引き上げられた。

※ 令和５年６月１日より「専修学校（一般課程）」の貸付限度額が引き上げられた。

学 年 別

学 校 等 種 別

1～3 年 4 年以降

高 等 学 校

専修学校（高等課程））

国 公 立
自 宅 通 学 18,000(27,000)

自 宅 外 通 学 23,000(34,500)

私 立
自 宅 通 学 30,000(45,000)

自 宅 外 通 学 35,000(52,500)

高 等 専門学校

国 公 立
自 宅 通 学 21,000(31,500) 45,000(67,500)

自 宅 外 通 学 22,500(33,750) 51,000(76,500)

私 立
自 宅 通 学 32,000(48,000) 66,000(98,500)

自 宅 外 通 学 35,000(52,500) 77,000(115,000)

専修学校（専門課程）

国 公 立
自 宅 通 学 45,000(67,500)

自 宅 外 通 学 52,000(78,000)

私 立
自 宅 通 学 59,500(89,000)

自 宅 外 通 学 84,500(126,500)

短 期 大 学

国 公 立
自 宅 通 学 45,000(67,500)

自 宅 外 通 学 64,500(96,500)

私 立
自 宅 通 学 62,500(93,500)

自 宅 外 通 学 87,500(131,000)

大 学

国 公 立
自 宅 通 学 47,500(71,000) 47,500(71,000)

自 宅 外 通 学 72,500(108,500) 72,500(108,500)

私 立
自 宅 通 学 72,500 (108,500) 72,500(108,500)

自 宅 外 通 学 97,500(146,000) 97,500(146,000)

大 学 院
修 士 課 程 132,000

博 士 課 程 183,000

専修学校（一般課程） 33,000(54,000)
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母子及び父子並びに寡婦福祉資金に関するＱ＆Ａ 

 Ｑ１ 就学支度資金の貸し付け時期はいつですか？ 

⚫ 合格発表後、所定の手続き（「あらまし」３ページ目のＳＴＥＰ７「借用書等の提出」まで）を終えた日

付に応じて、その月の最終金融機関営業日または翌月の最終金融機関営業日に貸し付けを受けられます。 

⚫ ただし、私立高校単願受験の場合は、１月末までに「あらまし」３ページ目のＳＴＥＰ４「健康福祉セン

ター職員による面接」までを終え、県が別途指定する日までにＳＴＥＰ７「借用書等の提出」までの手続

きが終了すれば、２月の最終金融機関営業日に貸し付けを受けられます。 

⚫ 貸し付け時期が学校の指定する入学金などの納入期日よりも後になる場合は、一時的に立て替えて納める

か、学校に納入期日を延長できるかご相談いただく必要があります。 

 

Ｑ２ 他の奨学金と重複して貸し付けを受けることができますか？ 

⚫ 日本学生支援機構や育英会の奨学金、社会福祉協議会の生活福祉資金と重複して貸し付けを受けることは

できません。 

※学生支援機構の給付型奨学金は、福祉資金との重複申請が可能です。 

⚫ 社会福祉協議会の生活福祉資金と母子及び父子並びに寡婦福祉資金の貸し付けでは、母子及び父子並びに

寡婦福祉資金が優先されます。 

母子・父子・寡婦家庭の方は、母子及び父子並びに寡婦福祉資金を申請してください。 

⚫ 学校独自の奨学金制度や国の教育ローン（日本政策金融公庫）と重複して貸し付けを受けることは可能で

す。 

ただし、事前相談と申請の際に申し出ていただくとともに、申請書類（「学費、家計分析表」）に記載し

ていただく必要があります。 

 

Ｑ３ 市県民税などに滞納がある場合、貸し付けを受けられますか。 

⚫ 市県民税や国民健康保険税などの滞納額が少額でやむを得ない理由があると認められ、滞納分を納付する

ことを確約し、分割納付している場合には、貸し付けを受けられる場合があります。 

滞納がある場合は、申請する前に納税促進課（市役所本館３階）で滞納分の納付に関してご相談の上、分

割納付の計画を立てていただく必要があります。 

申請時には申立書や分割納付計画書などの添付が必要なほか、申請書類（「学費、家計分析表」）にも記

載していただきます。 

⚫ 母子及び父子並びに寡婦福祉資金の償還金を滞納している場合は貸し付けを受けることはできません。 
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 Ｑ４ 身元確認者について。 

⚫ 償還（返済）には通常 10年以上の長い年数が掛かりますので、償還（返済）が終わるまで借受人（申請

者）や連帯借受人（児童）と連絡を取ることができる「身元確認者」を１人立てていただきます。 

⚫ 身元確認者には償還（返済）の義務はありません。 

⚫ 借受人（申請者）や連帯借受人（児童）と連絡を取れなくなった場合、身元確認者に連絡先を照会させて

いただきます。 

また、償還（返済）が滞った場合、身元確認者には借受人に対する償還の指導をお願いすることになりま

す。 

⚫ 身元確認者の要件は次のとおりです。 

① 借受人（申請者）や連帯借受人（児童）と常に連絡を取ることができる方。 

② 概ね 65歳までの方。 

③ 借受人（申請者）と同一の生計に属さない方（世帯を分離していても同一住所に住んでいる場

合は同一の生計に属するとみなされます）。 

④ 現在・将来ともに県内に居住することが見込まれる方。 

⑤ ３親等以内のご親族の方。 

⚫ 条件に合う身元確認者を立てられない場合は、事前に窓口でご相談ください。 

なお、①から④の要件を満たせば、児童の父親または母親（借受人の元夫または元妻）が身元確認者にな

っても構いません。 
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Ｑ５ 第一志望は公立高校ですが、第二志望の私立高校に進学する可能性がありま

す。この場合はどのように申請しますか。 

⚫ 公立高校に進学できれば貸し付けが不要である場合… 

貸付金の申請をしても後から辞退することができますので、私立高校に進学した場合を想定して申請して

ください。 

⚫ 公立高校、私立高校のどちらに進学しても貸し付けが必要である場合… 

私立高校に進学した場合を想定した金額で「貸付申請書」を作成し、申請してください。 

ただし、「学費、家計分析表」は私立・公立、それぞれの場合を想定し、２通り作成してください。 

公立高校に進学した場合は、公立高校を想定した「学費、家計分析表」に基づき、貸し付けの額を減額す

ることになります。 

 

Ｑ６ 入学時に授業料を納付することになっています。入学時に支払う授業料を就学

支度資金に含めて申請することはできますか。   

⚫ 授業料は原則、修学資金で申請してください。 

また、授業料をまとめて納付する場合でも、月あたりに必要となる金額を計算して月額で申請してくださ

い。 

⚫ 通学定期を数ケ月分まとめて購入する場合も同様です。 

 

Ｑ７ 高校進学時に母子及び父子並びに寡婦福祉資金の貸し付けを受けました。大学

に進学する場合、貸付金の償還（返済）開始時期はどうなりますか。また、大学進学時

にも貸し付けを受けることはできますか。 

⚫ 高校卒業後に大学や専門学校に進学した場合、修学中ということで償還（返済）開始を猶予することがで

きますが、事前に手続きが必要ですので、静岡県中部健康福祉センター福祉課（ TEL：054-644-9276 ）

に直接ご連絡ください。 

⚫ 大学進学時も貸し付けを受けることはできますが、高校で借り受けた分と合わせて償還（返済）すること

になるため、償還（返済）の見込みがあることが必要です。 

【例】私立高校に自宅から通学後、４年制私立大学（特に必要と認められる場合を除く）に自宅外通学し、

それぞれ最大限の貸し付けを受けた場合 

   高校で借り受けた金額 … 1,490,000 円 

   大学で借り受けた金額 … 3,662,000 円 

   合計の金額      … 5,152,000 円 

     卒業後、10 年間で償還（返済）する場合 … １ケ月の償還額 約 43,000円 

   卒業後、20年間で償還（返済）する場合 … １ケ月の償還額 約 21,500 円 
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Ｑ８ 通信制の高校に進学した場合は貸し付けを受けられますか？  

⚫ 学校教育法に基づく認可を受けた高校であれば、通信制でも貸し付けを受けることができますが、事前に

窓口でご相談ください。 

なお、高校や専門学校、短大、大学以外の教育施設（各種学校など）の場合は事前確認が必要です。 

 

Ｑ９ 高校に在学中ですが、資金の貸し付けを受けることはできますか。  

⚫ 就学支度資金は入学後に貸し付けを受けることはできません。 

⚫ 修学資金については入学後であっても貸し付けを受けることができます。 

 

Ｑ10 児童が 15 歳未満で印鑑登録ができず、申請時に印鑑登録証明書を添付するこ

とができません。 

⚫ 申請書には登録を予定している印鑑を押印してください。 

印鑑登録が可能になったら速やかに印鑑登録を行い、印鑑登録証明書を提出してください。 

⚫ 印鑑登録の申請窓口は市民課と大井川市民サービスセンターの２ケ所です。 

申請の方法や持ち物など、詳しくは市民課（焼津市役所本館２階，☎054-626-1116）に確認してください。 

 


